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○
内
閣
府
令
第 

 
 

号 
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条

第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
第
三
号
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
二
十
一
条
、
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表

示
防
止
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成 

 
 

年 
 
 

月 
 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

 
 

 
 
 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
施
行
規
則 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
不

当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
公
聴
会
の
公
告
）
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第
二
条 

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
期
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
、
公
聴
会
の
期
日
及
び
場
所
、
案
件
の
内
容
並
び
に
意
見
申
出
要
領
を
官
報
又
は
時
事
に
関
す

る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
し
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
述
人
の
選
定
） 

第
三
条 

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
申
し
出
た
者
の
う
ち
か
ら
消

費
者
庁
長
官
が
選
定
し
、
本
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。 

２ 

消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
選
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
案
件
に
対
し
て
、
賛
成
者
及
び
反
対
者
が
あ
る
と
き
は
、

一
方
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
述
の
依
頼
） 

第
四
条 

消
費
者
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
者
又
は
関
係
行
政
機
関
の
職
員
に
公
聴
会
に
お
い

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
公
聴
会
の
実
施
） 

第
五
条 

公
聴
会
は
、
消
費
者
庁
長
官
が
指
定
す
る
消
費
者
庁
の
職
員
に
主
宰
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
主
宰
し
た
職
員
は
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
消
費

者
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
聴
会
の
記
録
） 

第
六
条 

消
費
者
庁
長
官
は
、
公
聴
会
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

案
件
の
内
容 

 

二 

公
聴
会
の
期
日
及
び
場
所 

 

三 

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
そ
の
意
見
の
要
旨 

 

四 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

（
法
第
七
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
要
求
の
手
続
） 

第
七
条 

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
七
条
第
二
項
又
は
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
資
料
の
提
出
を
求
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
て
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 
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二 

資
料
の
提
出
を
求
め
る
表
示 

 

三 
資
料
を
提
出
す
べ
き
期
限
及
び
場
所 

２ 

法
第
七
条
第
二
項
及
び
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
前
項
の
文
書
を
交
付
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
者
が
当
該
期
間
内
に
資
料
を
提
出
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
） 

第
八
条 

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る
表
示
が
同
条
第
一
項
た
だ

し
書
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
そ
の
他
の
一

般
消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
を
解
消
す
る
相
当
な
方
法
に
よ
り
一
般
消
費
者
に
周
知

す
る
措
置
と
す
る
。 

 

（
課
徴
金
対
象
行
為
に
該
当
す
る
事
実
の
報
告
の
方
法
） 

第
九
条 

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
報
告
書
を
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

方
法
に
よ
り
、
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  
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一 

直
接
持
参
す
る
方
法 

 

二 
書
留
郵
便
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
。
第
三
項
に
お
い
て

「
信
書
便
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定

信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
で
あ
っ
て
当
該
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
当
該
特

定
信
書
便
事
業
者
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
行
う
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
送
付
す
る
方
法 

 

三 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法 

２ 

前
項
の
報
告
書
（
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
に
該
当
す
る

事
実
の
内
容
を
示
す
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
書
を
日
本

郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡
易
郵

便
局
を
含
み
、
郵
便
の
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
差
し
出
し
た
日
時
を
郵
便
物
の
受
領
証
に
よ
り
証
明
し
た
と
き
は

そ
の
日
時
に
、
そ
の
郵
便
物
又
は
信
書
便
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
信
書
便
物

」
と
い
う
。
）
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
時
が
明
瞭
で
あ
る
と
き
は
そ
の
日
時
に
、
そ
の
郵
便
物
又
は
信
書
便
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物
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
時
の
う
ち
日
の
み
が
明
瞭
で
あ
っ
て
時
刻
が
明
瞭
で
な
い
と
き
は
表
示
さ
れ
た
日

の
午
後
十
二
時
に
、
そ
の
表
示
が
な
い
と
き
又
は
そ
の
表
示
が
明
瞭
で
な
い
と
き
は
そ
の
郵
便
物
又
は
信
書
便
物
に
つ
い
て

通
常
要
す
る
送
付
日
数
を
基
準
と
し
た
場
合
に
そ
の
日
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
日
の
午
後
十
二
時
に
、
当
該
報
告

書
が
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。  

４ 

第
一
項
第
三
号
の
方
法
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
消
費
者
庁
長
官
が
受
信
し
た
時
に
、

当
該
報
告
書
が
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。  

５ 

第
一
項
第
三
号
の
方
法
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
提
出
を
行
っ
た
者
は
、
直
ち
に
、
当
該
報
告
書
の
原
本
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
資
料
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
認
定
の
申
請
の
方
法
） 

第
十
条 

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 
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一 

実
施
予
定
返
金
措
置
の
対
象
と
な
る
者
が
当
該
実
施
予
定
返
金
措
置
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
周
知
に
関
す
る
事
項

を
示
す
書
類 

 

二 

実
施
予
定
返
金
措
置
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
調
達
方
法
を
証
す
る
書
類 

 

三 

そ
の
他
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

（
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
等
） 

第
十
一
条 

法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
前
に
既
に
実
施
し
た
返
金
措
置
（
次
項
に
お
い
て
「
認
定
申
請
前
の
返
金
措
置
」
と

い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る
商
品
の
引
渡
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
た
日
（
申
請
者
に
係
る
法

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
前
号
に
規
定
す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る
商
品
の
購
入
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
日
） 

 

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
か
ら
の
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
が
あ
っ
た
こ
と
。 

 

四 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
取
引
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
令
第
四
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
購
入
額
（
申
請
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者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
令
第
五
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
購
入
額
）
及
び
当
該
購
入
額
に
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

五 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
金
銭
を
交
付
し
た
日 

 

六 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
交
付
し
た
金
銭
の
額
及
び
計
算
方
法 

 

七 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
方
法 

 

八 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
に
は
、
認
定
申
請
前
の
返
金

措
置
を
実
施
し
た
こ
と
を
証
す
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
） 

第
十
二
条 

法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
申
請
後
認

定
前
報
告
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
報
告
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
後
こ
れ
に
対
す
る
処
分
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
返
金
措
置
（
第
八
号
及
び
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次
項
に
お
い
て
「
申
請
後
認
定
前
の
返
金
措
置
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 
前
号
に
規
定
す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る
商
品
の
引
渡
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
た
日
（
申
請
後
認
定
前
報

告
者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
前
号
に
規
定
す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る
商
品
の
購
入
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
を

締
結
し
た
日
） 

 

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
か
ら
の
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
が
あ
っ
た
こ
と
。 

 

四 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
取
引
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
令
第
四
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
購
入
額
（
申
請

後
認
定
前
報
告
者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を

適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
五
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
購
入
額
）
及
び
当
該
購
入
額
に
百
分
の
三
を

乗
じ
て
得
た
額 

 

 

五 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
金
銭
を
交
付
し
た
日 

 

六 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
交
付
し
た
金
銭
の
額
及
び
計
算
方
法 

 

七 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
方
法 
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八 

申
請
後
認
定
前
の
返
金
措
置
に
要
し
た
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法 

 

九 
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

３ 

第
一
項
の
報
告
書
に
は
、
申
請
後
認
定
前
の
返
金
措
置
を
実
施
し
た
こ
と
を
証
す
る
資
料
及
び
当
該
返
金
措
置
の
実
施
に

要
し
た
資
金
の
調
達
方
法
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
法
第
十
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
） 

第
十
三
条 

法
第
十
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
受
け
た
者
が
、
第
十
条
第
一
項
の
申
請
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
た
日
か
ら
四
月
を
経
過
す
る
日
（
法
第
十
条
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
実
施
期

間
の
末
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

 

（
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
の
方
法
）  

第
十
四
条 

法
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
者
は

、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
十
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
通
知
に
係
る
書
類
の
写
し
そ
の
他
法
第
十
条
第
六
項
の
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認
定
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
実
施
結
果
の
報
告
の
方
法
） 

第
十
五
条 
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
報
告
書
を
消
費
者
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
後
に
実
施
さ
れ
た
返
金
措
置
が
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
実
施
さ
れ

た
こ
と
を
証
す
る
資
料 

 

二 

認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
に
係
る
実
施
予
定
返
金
措
置
の
対
象
と
な
る
者
が
当
該
実
施
予
定
返
金
措
置
の
内
容
を

把
握
す
る
た
め
の
周
知
に
関
す
る
実
施
状
況
を
証
す
る
書
類 

 

三 

法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
後
に
実
施
さ
れ
た
返
金
措
置
に
要
し
た
資
金
の
調
達
方
法
を
証
す
る
書
類 

 

（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
銭
の
額
の
計
算
） 

第
十
六
条 

法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
次
項
に
定
め
る
場
合
を
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除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。 

 

一 
認
定
事
業
者
が
実
施
し
た
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
に
係
る
返
金
措
置
（
当
該
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
に

法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
記
載
又
は
報
告
に
係
る
返
金
措
置
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
交
付

さ
れ
た
金
銭
の
額
が
当
該
返
金
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
取
引
に
係
る
商
品
又
は
役
務
の
令
第
四
条
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
算
定
し
た
購
入
額
（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売

上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
五
条
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
算
定
し
た
購
入
額
。
以
下
「
特
定
購
入
額
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
を
上
回
る
と
き 

当
該
特
定
購
入
額
に
相

当
す
る
額 

 

二 

認
定
事
業
者
が
実
施
し
た
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
に
係
る
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
が
特
定

購
入
額
に
相
当
す
る
額
以
下
で
あ
る
と
き 

当
該
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額 

２ 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
二
以
上

の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
が
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
に
係
る
返
金
措
置
（
以
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下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
」
と
い
う
。
）
の
結
果
を
報
告
し
、
消
費
者
庁
長
官
が
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
が
当
該
二
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
係
る
認
定
実
施
予

定
返
金
措
置
計
画
に
そ
れ
ぞ
れ
適
合
し
て
実
施
さ
れ
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
つ

い
て
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
と
す

る
。 

 

一 

当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
（
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
が
行
っ
た
と

み
な
さ
れ
る
返
金
措
置
を
除
く
。
）
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
の
合
計
額
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事

業
承
継
子
会
社
等
が
行
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
（
当
該
返
金
措
置
が
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
零
）
を
加
え
た
額
（
ロ
に
お
い
て
「
特
定
交
付
額
」
と
い
う
。
）
が
特
定
購
入
額
に
相
当
す
る
額
を
上

回
る
と
き 

当
該
特
定
購
入
額
に
相
当
す
る
額 

 
 

ロ 

イ
に
該
当
し
な
い
と
き 

特
定
交
付
額
に
相
当
す
る
額 
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二 

前
号
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
額 

 
 

イ 
当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
が
特
定
購
入
額
に
相
当
す
る
額
を
上
回
る

と
き 

当
該
特
定
購
入
額
に
相
当
す
る
額 

ロ 

イ
に
該
当
し
な
い
と
き 

当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額 

（
法
第
十
二
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
の
課
徴
金
の
額
の
減
額
等
の
特
例
） 

第
十
七
条 

法
第
十
二
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち

一
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
つ
い
て
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
課
徴
金
の
額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
額
を
減
額
す
る
と
き
は
、
当
該
一
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
を
除
く
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
（
次
項
に

お
い
て
「
特
例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

課
徴
金
の
額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
減
額
後
の
額

が
零
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
額
は
、
零
と
す
る
。 

２ 

消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
特
例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
係
る
課
徴
金
の
額
が
一
万
円
未
満
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と
な
っ
た
と
き
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
対
し
、
課
徴
金
の
納
付

を
命
じ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
長
官
は
、
速
や
か
に
、
当
該
特
例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等

に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
課
徴
金
の
納
付
の
督
促
） 

第
十
八
条 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
督
促
状
は
、
課
徴
金
の
納
付
の
督
促
を
受
け
る
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
課
徴
金
及
び
延
滞
金
を
納
付
す
べ
き
場
合
の
充
当
の
順
序
） 

第
十
九
条 

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を
併
せ
て
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
の
納
付
し
た
金
額
が

そ
の
延
滞
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
課
徴
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
納
付
し
た
金
額
は
、
ま
ず
そ
の
計
算
の
基

礎
と
な
る
課
徴
金
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。 

 

（
課
徴
金
納
付
命
令
の
執
行
の
命
令
の
方
式
等
） 

第
二
十
条 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
納
付
命
令
の
執
行
の
命
令
は
、
文
書
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
の
命
令
書
の
謄
本
は
、
課
徴
金
納
付
命
令
の
執
行
を
受
け
る
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
身
分
を
示
す
証
明
書
） 

第
二
十
一
条 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
協
定
又
は
規
約
の
認
定
の
申
請
） 

第
二
十
二
条 

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
定
又
は
規
約
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
様
式
第
七
に
よ

る
協
定
又
は
規
約
認
定
申
請
書
正
本
及
び
副
本
各
一
通
並
び
に
当
該
協
定
又
は
規
約
の
写
し
二
通
を
、
公
正
取
引
委
員
会
又

は
消
費
者
庁
長
官
の
い
ず
れ
か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
協
定
又
は
規
約
に
関
す
る
処
分
の
告
示
） 

第
二
十
三
条 

法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
又
は
規
約
の
認
定
の
告
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
掲
載

し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

認
定
が
あ
っ
た
旨 

 

二 

当
該
協
定
又
は
規
約
に
係
る
事
業
の
種
類 

 

三 

当
該
協
定
又
は
規
約
の
内
容 

 

四 

認
定
の
理
由 
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２ 

法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
又
は
規
約
の
認
定
の
取
消
し
の
告
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
掲
載

し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

取
消
し
が
あ
っ
た
旨 

 

二 

当
該
協
定
又
は
規
約
に
係
る
事
業
の
種
類 

 

三 

取
消
し
の
理
由 

 

（
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
届
出
） 

第
二
十
四
条 

協
定
又
は
規
約
の
認
定
を
受
け
た
も
の
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所

及
び
氏
名
を
公
正
取
引
委
員
会
又
は
消
費
者
庁
長
官
の
い
ず
れ
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
正
取
引
委
員
会
又
は
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
） 

第
二
十
五
条 

こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
又
は
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
す
る
書
類
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則  

 

（
施
行
期
日
） 
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１ 

こ
の
府
令
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
●
月
●
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
廃
止
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
府
令
は
、
廃
止
す
る
。 

 

一 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
七
年
公

正
取
引
委
員
会
規
則
第
二
号
） 

 

二 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
協
定
又
は
規
約
の
認
定
の
申
請
等
に
関
す
る
内
閣
府
令 

 
 

（
昭
和
三
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
四
号
） 

 

三 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
要
求
の
手
続
に
関
す
る
内
閣
府
令
（

平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
一
号
） 

 

四 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す

証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
） 

 

（
経
過
措
置
） 
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３ 

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
協
定
又
は
規
約
の
認
定
の
申
請
等

に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
協
定
又
は
規
約
認
定
申
請
書
正
本
及
び
副
本
各
一
通
並
び
に
当
該

協
定
又
は
規
約
の
写
し
二
通
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 




